
「ベネッセ 学童クラブ月島」「ベネッセ 学童クラブ晴海」学童クラブ利用児童募集のご案内 

 

以下の内容をご確認の上、申請をお願いいたします。 

 

学童クラブとは 

学童クラブとは、区内の小学校に在学している児童又は区内に居住し、区の区域外の小学校に在学している 

児童で、放課後帰宅しても保護者の就労等で、家庭で適切な保護育成を受けられない児童（教育委員会が 

実施する「子どもの居場所づくり・プレディ」利用登録者を除く。）を、危険のないよう保護し、生活指導 

などを行うものです。 

 

中央区内の「ベネッセの学童クラブ」は、区の補助を受けて運営する民設民営学童クラブです。ご利用に 

あたり、区の基準に沿った審査がございます。審査に必要な書類を準備し、期間内に申請をお願いいたします。 

不明点がございましたら「ベネッセ 学童クラブ月島」「ベネッセ 学童クラブ晴海」へお問い合わせください。 

 

申請資格 

 区内の小学校に在学している児童又は区内に居住し、区の区域外の小学校に在学している児童で、保護者の 

仕事や病気などのため、下校後、家庭において、適切な保護育成を受けられない児童。虐待等の理由により 

社会的な養護が必要な児童やその他の区長が特別な配慮が必要と認める児童については、優先して利用が 

可能です。 

  また、心身に障害等のある児童については、医療行為を必要とせず、集団生活が可能な場合に利用が可能です。 

※学童クラブにおいて、募集児童数を超える申込みがあった場合は、区内に在住（生活の本拠地として寝起き 

する場所）の児童を優先します。 

 

提出書類  

以下の書類から、自身に該当する書類を提出してください。 

① 学童クラブ利用申請書（全員） 

② －１ 家庭で保護することができない状況を証明する書類（全員） 

② －２ 自営の方が事業を営んでいることを証明する書類（自営の方） 

③ 児童やご家族に関する書類（児童やご家族に事情のある方） 

④ 転入の予定を確認できる書類（転入予定の方） 

⑤ 学童クラブ延長利用申請書（午後 6 時から午後 7 時 30 分までの延長利用希望の方） 

⑥ ベネッセの学童クラブ 延長利用申請書（午前 8時以前、午後 7：30 以降の利用希望の方） 

 

【各提出書類について】 

①学童クラブ利用申請書（全員） 

申し込みの基本になる書類です。鉛筆・消せるボールペンや修正テープ等は使用しないでください。 

 

②－１ 家庭で保護することができない状況を証明する書類（全員） 

申請資格を確認するものですので、①の「学童クラブ利用申請書」とあわせてご提出ください。提出がない 

場合は、審査の対象となりません。 

下表を参照の上、保護者の状況に応じた必要書類を提出してください。 

 



保護者の状況 必要書類（発行日から３か月以内） 

就労 外

勤 

勤務（内定）証明書【外勤用】 勤務（内定）証明書は、会社の

ご担当者に記入してもらって

ください。 

６５歳未満の同居家族の方も

提出が必要です。 

自

営 

「勤務（内定）証明書【自営・内職用】」及び 

「事業を営んでいることを証明する書類」 

（※②-２を参照してください） 

疾病・障害 医師の診断書（意見書）、障害者手帳の写し  

 

申請書の提出時に申立書を

記入していただきます。 

出産 母子健康手帳の写し 

（表紙と分娩予定日が分かるページの写し） 

看護（介護） 必要な状況が分かる書類 

（介護保険証や入院証明書など） 

就学 就学（予定）証明書（履修時間も記入） 

休職中 採用予定証明書、ハローワークカードの写し、 

離職票 

・出産による学童クラブのご利用期間は、出産月とその前２ヶ月及び出産日から数えて８週間を経過した日の 

翌日が属する月の末日までです。 

・求職中の方が就労決定した場合は、勤務証明書の提出をお願いします。 

・ひとり親家庭の方は、上記の書類と合わせて、３頁③のひとり親家庭欄の書類を提出してください。 

・審査に関しては、申請時の状況で審査いたします。 

・各提出書類の記載内容に変更があった場合は、申請したクラブにご相談ください。 

 

 

②－２ 自営の方が事業を営んでいることを証明する書類（自営の方） 

次表の A グループ（会社やお店の所在等を確認できる書類）と B グループ（継続して働いていることが 

わかる書類）の中から、それぞれ提出可能なものをひとつずつお選びいただき、写しを提出してください。 

A グループ B グループ 

会社やお店の所在等を確認できる

書類 

●税務署に提出する個人事業の開

業・廃業等の届出書 

●営業許可書 

●登記事項証明書 

●事務所やお店を開業しているこ

とがわかるパンフレット・チラシ・

ホームページ      など 

継続して働いていることがわかる書類 

（直近 3 か月分を提出してください。なお、復職予定で申込む方は、

休職前の 3か月分を提出してください。） 

自営中心者 自営協力者 

●営業上必要な材料等の仕入伝票

（各月２，３枚ずつ） 

●商品等販売代金の請求書、領収

書 

●請負契約書 

●給与明細書・報酬の記録（報酬が

振り込まれた通帳など） 

●賃金台帳 

●出勤の記録（タイムカードなど） 

●通勤記録 

●事業所名が記載された公共料金

領収書          など 

●給与明細書・報酬の記録（報

酬が振り込まれた通帳など） 

●賃金台帳 

●出勤の記録（タイムカードな

ど） 

●通勤記録 

●就労状況申告書（スケジュー

ルの記録） 

 

 

 

など 

危険有害物等追加書類 

（職場と住居が同一で危険有害物等を

取り扱っている場合は追加書類を提出

してください。） 

●危険有害物等の写真 

●職場と住居の間取り図（手描き可） 



 

③児童やご家族に関する書類（該当する場合のみ） 

 児童やご家庭の状況に合わせて書類の写しを提出してください。 

 審査基準において加算や優先の対象となる場合であっても、書類の提出がなければ対象になりません。 

児童が障害者手帳・証書等

を所持している場合 

身体障碍者手帳、愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳、 

特別児童扶養手当証書、医師の診断書、障害児通所受給者証など 

ひとり親家庭 

（いずれかひとつ） 

児童扶養手当証書、戸籍全部事項証明書（受理証明書）、事件係属証明書（調

停期日通知書） など 

生活保護受給世帯 

住民税非課税世帯 

生活保護受給証明書、令和 6 年度住民税非課税証明書（世帯員分） 

※住民税を申告していない場合は、申告の上、非課税証明を提出してくだ

さい。 

 

④転入の予定を確認できる書類 

 不動産売買（賃貸）契約書の写しを提出してください。ただし、利用にあたっては利用開始日の前日までに 

中央区に転入手続きが完了することが条件となります。申請時に転入誓約書を記入いただきます。また、区内 

居住の事実を確認するため公共料金の領収書等を提示していただくことがあります。 

 

⑤学童クラブ延長利用申請書 

 月曜日から金曜日の午後６時から午後７時３０分までの延長利用を希望される方は事前に区から承認を受けて 

おく必要がありますので、「学童クラブ延長利用申請書」を提出してください。 

 

⑥ベネッセの学童クラブ 延長利用申請書（午前 8 時以前、午後 7：30 以降の利用希望の方） 

 ベネッセの学童クラブ独自の早朝、夜間の延長利用について、利用の可能性があるかたはご提出ください。 

 

 

＜勤務証明書等の提出について＞ 

「勤務証明書」等、家庭で保護することができない状況を証明する書類は、申請資格を確認するものなので、 

提出がない場合は審査の対象となりません。締切日までに学童クラブ利用申請書と合わせてご提出いただき 

ますようお願いします。「勤務証明書」等は勤務先の都合により交付に時間がかかる場合がありますので、 

余裕を持ってご準備ください。 

 

 

【利用児童の決定】 

◆申請書類の審査 

 利用児童は、別紙「中央区学童クラブ利用審査の基準」に基づき提出された書類を審査し、決定します。 

なお、申請資格を満たしていても、定員を超えた申請があった場合は、ご希望に添えないことがあります。 

  

◆結果通知 

 申請者には審査結果を文書により通知します。 

 

学童クラブの利用が決定した場合は、再度勤務状況等の確認をさせていただくため、ご利用開始以降、 

勤務証明書等の提出をお願いいたします。 



＜選考指数表＞

類型

(1) 20

(2) 19

(3) 18

(4) 17

(5) 16

(6) 15

(7) 14

(8) 13

(9) 12

(10)

2 (1) 20

(1) 12

(2) 20

(3) 20

(4) 16

(5) 12

(6) 20

(7) 16

(8) 12

(1) 18

(2) 15

(3) 12

(4) 18

(5) 15

(6) 12

(1) 13

(2) 12

(3) 11

(4) 11

(1) 番号１を準用

(2) 20

(3)

随時介護（身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要）

一般療養

1日8時間以上の就労を常態

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

求職のため日中外出を常態（期限3か月間）

不就労であるが、就学・技能習得のために保護育成ができない場合

※就労時間は規則に基づく勤務時間（休憩時間を含む）とし、残業・通勤時間は含まれません。ただし、育児時短勤務取得中
の場合はそちらを適用します。

※番号２は、児童扶養手当証書の写しなどにより客観的に状況が確認できた場合に適用します。

※保護者が保育にあたれない要件が２つ以上ある場合は、主たる要件の指数を適用します。出産要件との重複は、出産要件が
適用されます。

月16日以上かつ1日4時間以上の付添い

月12日以上かつ1日4時間以上の付添い

常時介護・重度介護

3
出産・疾病
・心身障害

出産

4 看護（介護）

入院・通院
・通所付添い

自宅療養

心身障害

疾病

長期入院

自宅療養 安静（おおむね日中4時間以上就床）

出産前後休養のため保護育成ができない場合

入院中・入院予定者（1か月以上）

常時臥床・精神性疾患・感染性疾患

5 求職
就労内定

未定

災害等による家屋の損失、その他災害復旧のために保護育成ができない場合

上記（1）及び（2）のほか、明らかに保護育成ができないと認められる場合

※番号４は、原則として同居親族の看護(介護)の場合です。

※表中空欄の指数については、申込者の実情に応じて各番号の指数を準用した形で決定します。

6 特例

就学等

災害

その他

番号
保護者の状況（同居の親族その他の者が児童の保護育成に当たることができない場合）

1

その他

月２０日以上

月１６日以上

月１２日以上

上記(1)から(9)までのほか、勤務の態様から保護育成ができないと認められる場合

ひとり親家庭等

1日8時間以上の就労を常態

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

1日8時間以上の就労を常態

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

1日8時間以上の就労を常態

1日6時間以上8時間未満の就労を常態

1日4時間以上6時間未満の就労を常態

一般療養

身体障害者手帳1級～2級・愛の手帳1度～3度・精神障害者保健福祉手帳1級～3級

身体障害者手帳3級・愛の手帳4度

身体障害者手帳4級

月20日以上かつ1日4時間以上の付添い

離婚（事実上の離婚を含む。）・死亡・行方不明・未婚・拘禁

　居宅外労働
　居宅内労働

選考指数
細目

【ベネッセの学童クラブ利用審査の基準】

　学童クラブの利用申請が定員を超えた場合は、区内に居住している児童を優先して審査を行
います。利用者の決定は、下記の「選考指数表」、「調整指数表」に基づき指数を算定し、指
数の高い順に行います。また、指数が同じ場合は「選考指数及び調整指数の合計が同位の場合
の取扱い」により決定します。
　なお、区外に居住し、区内の小学校に在学している児童については、区内に居住している児
童の利用が決定した後の審査となります。



＜調整指数表＞

　次に掲げる事情に該当する場合は、選考指数にそれぞれの点数を加算または減算します。

番号 児童を取り巻く環境等特殊な事情 調整指数

1 小学校１年生（障害児を含む。） 5

2 小学校２年生（障害児を含む。） 2

3 小学校３年生（障害児を除く。） 1

4 2

5 2

6 1

7 1

8 1

9 3

＜選考指数及び調整指数の合計が同位の場合の取扱い＞
　選考指数及び調整指数の合計が同位の場合は、次の優先順位の順に学童クラブの利用を

決定します。

優先
順位

備考

1 生活保護受給世帯・住民税非課税世帯

2 学年が低い者を優先

3

4

5

6 1か月以上の入院・常時病臥

7 9月から11月までの出席率が対象

8 就学前の児童の人数が多い世帯を優先

9 待機期間が長い世帯を優先

10 区内在住期間が長い世帯を優先

小学校３年生から６年生までの障害児
（身体障害者手帳、愛の手帳等を有する児童又は医師の診断書
等により障害を有していると認められる児童）

両親不存在家庭

就学前の兄弟がいる世帯

待機期間

区内在住期間

ひとり親家庭等

父母のどちらかが単身赴任の世帯

保護者が入院・常時病臥の場合

身体障害者手帳1級～4級に該当する児童又は愛の手帳・精神障害者保健
福祉手帳を有する児童

学童クラブを利用しようとする年度の前年度の平日における出席率が高い
児童

※以上の優先順位をもっても同位の場合は、抽選により決定する場合があります。なお、抽選になった場合はご連
絡いたします。

※優先順位５番については、遠隔地に住んでいることを証明する書類のいずれかの提出が必要です。書類の提出がない場合
は、優先順位５番は適用されません。
　・居住している物件の賃貸借契約書
　・直近３か月分の公共料金支払領収証等（住所が記載されているもの）
　・辞令の写し等

所得の低い世帯

低学年

ひとり親家庭等

生活保護世帯

危険有害物等を扱う居宅内労働
（刃物・劇薬・火気・機械を扱う業種）

継続利用（小学校2年生に限る。）

児童又は世帯の状況



 

  受付番号   

受付年月日   

※この欄は記入しないでください。 

 

「 ベ ネ ッ セ の 学 童 ク ラ ブ 」 利 用 申 請 書 

 

 （宛先）株式会社ベネッセスタイルケア 

年   月   日  

     〒                

申請者（保護者） 住 所                

ふりがな                

氏 名                

 次のとおり、学童クラブの利用を申請します。 

上記と異なる

場合の住所 

〒 
連絡

先 

携帯（父）    （    ） 

携帯（母）    （    ） 

自 宅      （    ） 

学童クラブ名 
第１

希望 
ﾍﾞﾈｯｾ 学童ｸﾗﾌﾞ 

第 ２

希望 
希望しない・希望する（ﾍﾞﾈｯｾ 学童ｸﾗﾌﾞ    ） 

児

童 

ふりがな   生年月日 年    月    日 

氏 名 
  

学校・学年 小学校 新    年生 

現在の状況 小学校  年在学中（    学童クラブ在籍中） 
在園中の保育

園等の名称 

  

家族構成（上記児童を除く同居者を記入してください。） 

氏 名 
申請児童

との続柄 
年 齢 職業、学校、保育園等 備 考 

1 
ふりがな         

  

2 
ふりがな         

  

3 
ふりがな         

  

4 
ふりがな         

  

5 
ふりがな         

  

6 
ふりがな         

  

申請理由 
  

＜記入上の注意＞  〇 住所については、居住地（生活の本拠地）をご記入ください。 

 〇 2024年11月1日現在の状況をご記入ください。 

＜確認欄＞ 以下の内容を確認の上、□欄にチェックをしてください。 
 
 □ 利用審査にあたり、中央区に情報照会を行うことに同意します。 

 □ 「ベネッセの学童クラブ」に申請後、公設学童クラブにも申請をする場合、勤務証明書を「ベネッセの学童 

クラブ」申請時に提出した勤務証明書の写しを利用することを承認します。  

 



（第２面） 

家 庭 の 状 況 

  父の状況 母の状況 

申請理由に当てはまるものに○を付けてください。 申請理由に当てはまるものに○を付けてください。 

１ 外勤・居宅外自営 

２ 内勤・居宅内自営 

３ 不存在 

４ 疾病・障害 

５ 看護・介護 

６ 就労内定・求職 

７ 就学・災害・その他 

１ 外勤・居宅外自営 

２ 内勤・居宅内自営 

３ 不存在 

４ 疾病・障害・出産 

５ 看護・介護 

６ 就労内定・求職 

７ 就学・災害・その他 

外
勤
・
自
営
・
内
勤
・
就
労
内
定
・
就
学
等 

事業所名 
    

所在地 
電話   （    ）      電話   （    ）      

採用(予定)年月日 年    月    日 年    月    日 

仕事の内容 
    

自営の場合 中心者 ・ 協力者 中心者 ・ 協力者 

通勤時間 

(自宅から勤務先) 
片道   分（電車  分・バス  分・徒歩  分） 片道   分（電車  分・バス  分・徒歩  分） 

  育児休業

取得期間 
年  月  日 から  年  月  日 まで 年  月  日 から  年  月  日 まで 

就学等の場合 （学校名等） （学校名等） 

疾
病
・
障
害 

疾病・障害名 
    

手帳の有無 有(    手帳  級・度) ・  無 有(    手帳  級・度) ・  無 

状況 

□ 自宅療養 

□ 入院 

年  月  日から   年  月  日まで 

□ 自宅療養 

□ 入院 

年  月  日から   年  月  日まで 

看
護
・
介
護 

 看護・介護を

受ける人の氏名 
続柄（  ）    続柄（  ）    

病名・障害名 
    

介護保険の利用 有 （要介護・要支援   ） ・ 無 有 （要介護・要支援   ） ・ 無 

状況 

□ 自宅にて看護・介護 

一般療養・常時介護・随時介護 

□ 入院 

入院期間（                  ） 

□ 通院、通所 

月に  日、日中  時間を要する 

□ 自宅にて看護・介護 

一般療養・常時介護・随時介護 

□ 入院 

入院期間（                  ） 

□ 通院、通所 

月に  日、日中  時間を要する 

不
存
在 

状況 

□ 離 婚 

□ 離婚調整中 

□ 未 婚 

□ 死 別 

□ 行方不明 

□ その他（                 ） 

□ 離 婚 

□ 離婚調整中 

□ 未 婚 

□ 死 別 

□ 行方不明 

□ その他（                 ） 

 



（第３面） 

申 請 児 童 の 状 況 

児童の健康状態   ※当てはまる項目にチェックをしてください。 

□ 健康状態は良好です。 

□ 長期的又は定期的に通院治療をしています。 

  （具体的状況） 

  

  

□ 心身又は言語の発育で気になることがあります。 

  （具体的状況） 

  

  

□ 集団生活をするに当たり気になることがあります。 

  （具体的状況） 

  

  

（手帳の有無） □ 有 （      手帳      級・度）   ・   □ 無 

□ アレルギーがあります。 

  （具体的状況） 

  

  

□ その他（具体的状況） 

 

 

 

 （クラブ記入欄） 

 



次のとおり

□勤務 □採用内定

□産休・育児休業からの復職を予定

していることを証明します。

※本証明書の内容について、就労先事業者に無断で作成又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。

ふりがな

※勤務地が上記事業所と異なる場合はご記入ください。（支店・派遣先・出向先・赴任先）

電話　　　　　（　　　　　　）

　有　・　有（見込み）　・無　・　未定

月 週 日

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

勤務　（内定）　証明書（外勤用）

外勤用
※虚偽の申告が発覚した場合は利用申請及び利用承認を無効とします。
※自営業の方（ご自分で会社を経営されている方、親族が経営する会社に勤務している方を含む）
　は自営用の勤務証明書にご記入ください。

所在地

電話番号

問合せ先（担当者名）

　　　　　　　年　　　月　　　日

保護者
記入欄

児童名

事業所名

ベネッセ 学童クラブ （　　　　　　）
代表者名

（宛先）ベネッセ 学童クラブ（　　　　）

　　　　　　（電話番号）

勤務（予定）者氏名 住所

勤務先所在地及び
名称

勤務形態
　１　正規の職員・従業員　　　２　パート・アルバイト  　　  　 ３　派遣社員　　　　４　契約・嘱託社員
　５　会計年度任用職員　　　　６　内職者　　　７　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

働き方
　１　固定の労働時間制　　　２　変形労働時間制 　　  　 ３　フレックスタイム制　　　　４　裁量労働制
　５　事業場外労働のみなし労働時間制　　　　６　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

採用（予定）年月日 年　　　月　　　日
※雇用契約期間満了日
（有期の場合は記載） 　　　　　　年　　　月　　　日まで

雇用契約状況 　　無　期　　・　　有　期 満了後の更新の有無

勤務日数 　　１週当たり　　　　　　日　　 ・　　 １か月当たり　　　　　　　日勤務

勤務日

時間帯①

時間帯②

時間帯③

備　考

勤務時間
※休憩時間含む

　　　　　時間　　　　分
　　　　　　　時間　　　　　分
　　　　　　　　　　　※月当たりの平均

　　　　　　　時間　　　　　分
　　　　　　　　※月当たりの平均

勤務時間帯
※フレックスタイム制、
裁量労働制の場合は

　標準的な勤務時間帯を
記入

時間帯① 　　　　　　　　　時　　　　　分から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯② 　　　　　　　　　時　　　　　分から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯③ 　　　　　　　　　時　　　　　分から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

　　　　　　時間　　　　　分 　　　　　　　時間　　　　　　分 　　　　　　時間　　　　　分

直近の
勤務実績

※勤務形態が１以外
の方は記入

年・月   ①　　　　　年　　　　　月 　②　　　　　　年　　　　　月    ③　　　　　年　　　　　月

勤務日数
※有給休暇含む

　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 　　　　　　　　　　　　　　日

勤務時間
※残業時間含まず

（裏面あり）



赴任地

【注意事項】

【問合せ先】

■ベネッセ 学童クラブ月島

　担当：林田

　電話：03-3532-6378 （平日12－19時、土曜日10－17時受付）

■ベネッセ 学童クラブ月島■ベネッセ 学童クラブ晴海
　担当：三川

　電話：03-5859-0721 （平日12－19時、土曜日10－17時受付）

■株式会社ベネッセスタイルケア　こども・子育て支援カンパニー　学童事業部
　担当：田端・大友
　電話：03-6836-1120（平日10－18時受付）

　　２　必ず事業所の担当者の方が記入してください。

育児休業取得期間
　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日から　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで（復職予定日の前日）

※保育園入所が内定した場合の育児休業短縮可否　□可　□否

備　考

　　１　この証明書は、学童クラブの申請に伴う審査のための資料となりますので、正確にご記入ください。

　　 ご確認の上提出してください。

　　４　内容について問い合わせることがありますので、ご協力をお願いします。

　　５　記入に関してご不明な点がありましたら、保護者記入欄に記載された学童クラブまでご連絡ください。

　育児に関する項目（該当する方は記入してください）

　勤務状況・勤務先に関する項目（該当する方は記入してください）

　　３　記載に不備がある場合は、学童クラブの申請に伴う審査に影響を及ぼす場合がありますので、記載漏れのないよう

育児のための
短時間勤務制度の

利用

時間帯① 　　　　　　　　　時　　　　　分から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯② 　　　　　　　　　時　　　　　分から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

単身赴任
期　間 　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで　(☐未定）



　学童クラブの申請に当たり、保護者の就労状況について

次の通り証明します。

※１　代表者名は、本人が自署してください。

※２　虚偽の申告が発覚した場合は、利用申請及び利用承認を無効とします。

ふりがな

※勤務地が上記事業所と異なる場合はご記入ください。

電話　　　　　（　　　　　　）

月 週 日

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

　　月　･　火　･　水　･　木　･　金　･　土　･　日　･　祝日　･　不定期

※記入にあたっての注意事項と添付する証明書類については裏面をご覧ください。

危険有害物の取扱い 　　□有　　□無

勤務日数

勤務時間
※休憩時間含む

　　　勤務時間帯
※不規則勤務の場合は
標準的な勤務時間帯を
記入

□本人　　　　　　 　□配偶者　　  　 　　□親族（　　　　　）　　　　　　　□その他（　　　　　　　　）

仕事内容
※実際の仕事内容を具体的にご記入ください。

仕事の中心者

勤務　（内定）　証明書（自営用）

自営・内職用
※自営業の方（ご自分で会社を経営されている方、親族が経営されている会社に勤務している方を含む）は
この勤務証明書にご記入ください。
※上記以外の会社にお勤めの方は外勤用の勤務証明書にご記入ください。

所在地

電話番号

　　　　　　　年　　　月　　　日

保護者
記入欄

児童名

事業所名

ベネッセ 学童クラブ （　　　　　　）
代表者名

（宛先）ベネッセ 学童クラブ（　　　　）

勤務（予定）者氏名 住所

勤務先所在地及び
名称

事業形態 □本人が経営　　　□配属者が経営　　□親族（　　　　　）が経営　　□（　　　　　　）からの業務委託

勤務日

時間帯①

時間帯②

時間帯③

備　考

育児のための短時
間勤務制度の利用

時間帯① 　　　　　　　　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯② 　　　　　　　　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

備　考

直近の
勤務実績

年・月   ①　　　　　年　　　　　月 　②　　　　　　年　　　　　月    ③　　　　　年　　　　　月

勤務日数
※有給休暇含む

　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 　　　　　　　　　　　　　　日

勤務時間
※休憩時間含む
   残業時間除く

　　　　　　時間　　　　　分

　　１週当たり　　　　　　日　　 ・　　 １か月当たり　　　　　　　日勤務

　　　　　時間　　　　分
　　　　　　　時間　　　　　分
　　　　　　　　　　　※月当たりの平均

　　　　　　　時間　　　　　分
　　　　　　　　※月当たりの平均

時間帯① 　　　　　　　　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯② 　　　　　　　　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

時間帯③ 　　　　　　　　　時　　　　　分　から　　　　　時　　　　　　分まで　（うち休憩時間　　　　分）　　　　

　　　　　　　時間　　　　　　分 　　　　　　時間　　　　　分

　育児に関する項目（該当する方は記入してください）

育児休業の取得
（予定）期間

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日から　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日まで（復職予定日の前日）

※保育園入所が内定した場合の育児休業短縮可否　□可　□否



【事業を営んでいることを証明する書類について】

　 　ご協力をお願いします。

【問合せ先】

■ベネッセ 学童クラブ月島

　担当：林田

　電話：03-3532-6378 （平日12－19時、土曜日10－17時受付）

■ベネッセ 学童クラブ月島■ベネッセ 学童クラブ晴海
　担当：三川

　電話：03-5859-0721 （平日12－19時、土曜日10－17時受付）

■株式会社ベネッセスタイルケア　こども・子育て支援カンパニー　学童事業部
　担当：田端・大友
　電話：03-6836-1120（平日10－18時受付）

　　３　記載に不備がある場合は、学童クラブの申請に伴う審査に影響を及ぼす場合がありますので、記載漏れのないよう

【注意事項】

　　 ご確認の上提出してください。

　　４　表面の内容について問い合わせることがあります。また、自営を証明する書類をご提出いただくことがありますので、

　　５　記入に関してご不明な点がありましたら、保護者記入欄に記載された学童クラブまでご連絡ください。

　　２　必ず代表者又は事業所の担当者の方が記入してください。

　　１　この証明書は、学童クラブの申請に伴う審査のための資料となりますので、正確にご記入ください。

　以下のAグループ（会社やお店の所在等を確認できる書類）とBグループ（継続して働いていることがわかる書類）の中から、そ
れぞれ提出可能なものを一つずつお選びいただき写しを提出してください。

Aグループ Bグループ

会社やお店の所在等を確認できる書類

●税務署に提出する個人事業の開業・
　廃業等の届出書
●営業許可書
●登記事項証明書
●事務所やお店を開業していることがわか
るパンフレット・チラシ・ホームページ     な
ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継続して働いていることがわかる書類
（直近3か月分を提出してください。なお、復職予定で申込む方は、休職前の３か月分を
提出してください。）

自営中心者 自営協力者

●営業上必要な材料等の仕入伝票
　（各月2、3枚ずつ）
●商品等販売代金の請求書、領収書
●請負契約書
●給与明細書・報酬の記録
　（報酬が振り込まれた通帳など）
●賃金台帳
●出勤の記録（タイムカードなど）
●通勤記録
●事業所名が記載された公共料金
　領収書　　　　　　　　　　　　　　など

●給与明細書・報酬の記録
　（報酬が振り込まれた通帳など）
●賃金台帳
●出勤の記録（タイムカードなど）
●通勤記録
●就労状況申告書
　（スケジュールの記録）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　　危険有害物等追加書類
（職場と住居が同一で危険有害物等を取り
扱っている場合は追加書類を提出してくだ
さい。）
●危険有害物等の写真
●職場と住居の間取り図（手描き可）



 

  申 立 書 

 

（宛先）ベネッセ 学童クラブ（    ）宛 

  

 

児童の保護育成に当たることができない理由  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

 

 

 

上記のとおり申し立てます。  

年   月   日  

住 所                     

氏 名                     

 

（注）１ 就労以外の理由で学童クラブの利用の申請をする場合は、申立書をご提出ください。  

２ 申立書は、学童クラブの利用の申請者本人がご記入ください。  

３ この申立書は、学童クラブの申請に伴う審査のための資料となりますので、正確にご記入ください。 

 



 

  申 立 書 

 

（宛先）ベネッセ 学童クラブ（    ）宛 

  

 

  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

 

 

 

上記のとおり申し立てます。  

年   月   日  

住 所                     

氏 名                     

 

（注）１ 就労以外の理由で学童クラブの利用の申請をする場合は、申立書をご提出ください。  

２ 申立書は、学童クラブの利用の申請者本人がご記入ください。  

３ この申立書は、学童クラブの申請に伴う審査のための資料となりますので、正確にご記入ください。 

 



 

中央区への転入誓約書 

 
令和      年     月    日 

（宛先）ベネッセ 学童クラブ（    ） 

 

 

住   所 

            

保護者氏名 

 

      

私は、学童クラブ利用申請にあたり、令和7年３月３１日までに下記のとおり転入をします。

転入手続きが完了した場合は、速やかに連絡いたします。 

令和7年３月３１日までに転入手続きが完了できない場合は、学童クラブ利用辞退届を提出し

ます。 

 

 

記 

 

 

 

転入予定日   令和   年   月   日 

 

 

転入予定先   東京都中央区               丁目   番   号 

 

＊                             号室 



 

学童クラブ延⻑利⽤申請書 

 
 年   月   日 

 
（宛先）ベネッセ 学童クラブ（    ） 
 

  住 所                  
（ふりがな）                             

保護者氏名                
電 話                  

 
下記の通り学童クラブの延⻑利⽤を申請します。 
 

記 
 

利⽤学童 
クラブ名 ベネッセ 学童クラブ（      ） 
ふりがな  

児童氏名  

 
申請理由 

 

 
保 護 者 承 諾 欄 

利⽤に関して 
 延⻑利⽤に際しては、別途予約が必要となります。 
 午後 6 時以降、午前 8 時以前の延⻑利⽤については、使⽤料の負担が必要となります。 
 午後 6 時以降の延⻑利⽤については、児童の引取りが必要となります。 
上記の内容を承諾の上、申請します 
                   氏  名                      
 

※入会決定後に引取者（送迎人）のご登録をお願いします。 



【ベネッセの学童クラブ 専用 申請時追加書類】
「ベネッセ 学童クラブ月島」「ベネッセ 学童クラブ晴海」の利用申請する際、指定の申請書類と共に、
このページの＜契約条件確認書＞をご提出ください。内容をご確認のうえ、記入をお願いいたします。

＜契約条件確認書＞
「ベネッセの学童クラブ」の利用を申請するにあたり、以下を確認のうえ、

チェック欄にチェックと、保護者のかたの署名をお願いいたします。

※申請前に「ベネッセの学童クラブ」のサービス内容の説明を、オンライン配信（サービス説明会）にて
視聴いただくか、申請受付場所で配布する、“「ベネッセの学童クラブ」のご利⽤に関する資料“を
ご確認ください。

上記契約条件を確認し、承知したうえで、「ベネッセの学童クラブ」の利用申請を⾏います。

申請クラブ名︓ 月島 ・ 晴海 （どちらかに〇） 令和 年 月 日

児童⽒名︓ 保護者⽒名︓

住所︓中央区

内容項目ﾁｪｯｸ

入会時に20,000円を頂戴します。入金後、入会を辞退された場合でも返金は致しかねます。入会金□

1年間有効、ご利用年度ごとに毎年お支払いいただきます。施設維持費
（教材費）

□

日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は開所いたしません。閉所日□

平日：放課後～21時（延長料金 19時以降）、
学校休日：7時半～21時（延長料金7時半～8時、19時以降）

保育時間□

どの月のご利用でも、月額36,000円となります。
いかなる理由によりお休みされた場合でも、保育料の返金はありません。

保育料□

延長料金・昼食代・夕食代・学校送迎費用・オプション送迎費用は保育料に含まれておりません。その他料金□

閉所時刻（21時）以降もお子さまをお預かりした場合、遅延料金（30分1,000円）をいただきま
す。

遅延料金□

お食事（昼食・夕食）利用は、前運営日（月曜日分は前週土曜日）の1７時までにお申し込みください。
キャンセル期限も前運営日の17時までとなります。

オプション申込
（お食事）

□

学校送迎・オプション送迎： 送迎利用は、当月1日までにお申込みください。キャンセル期限も当
月1日までとなります。

送迎申込□

クラブのご利用を取りやめる場合は、退会月の前月末日（10月末退会の場合は9月末）までにクラ
ブに申請してください。

退会□

月極の保育料やオプション料金は、翌月26日に指定口座より引落をさせていただきます。銀行口
座引落出ない場合は、銀行振り込みによりお支払いいただきます。振込手数料はご負担いただき
ます。

支払い□

受付担当： 学童クラブ 職員
解決責任者： 学童クラブ 施設長
事業部苦情受付担当者： （株）ベネッセスタイルケア こども・子育て支援カンパニー

学童事業部 部長

苦情受付・対応□

令和7年度申請用


